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日本小型船舶検査機構検査事務規程付録[A-2] 

 

 海上運送法（昭和24年法律第 187号）の許可事業の用に供する船舶（平水

区域で使用する船舶を除く。）における本規程の実施に関し必要な特別な取

扱事項は、本付録で定めるものとする。 
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